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○

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
三
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
五
の
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣

が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
金
銭
及
び
外
国
の
教
育
施
設
（
平
成
二
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
三
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
三
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び

に
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
五
の
三
第
三
項
の
規
定
に

に
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
五
の
三
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
金
銭
及
び
外
国

基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
金
銭
及
び
外
国

の
教
育
施
設

の
教
育
施
設

１

（
略
）

１

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

政
令
第
四
十
条
の
四
の
三
第
八
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し

２

政
令
第
四
十
条
の
四
の
三
第
八
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し

て
定
め
る
金
銭
は
、
次
に
掲
げ
る
金
銭
で
あ
っ
て
、
教
育
を
受
け
る
た
め
に
支

て
定
め
る
金
銭
は
、
次
に
掲
げ
る
金
銭
で
あ
っ
て
、
教
育
の
た
め
に
支
払
わ
れ

払
わ
れ
る
も
の
（
国
外
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
し
て
社
会

る
も
の
（
国
外
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
し
て
社
会
通
念
上

通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

通
学
定
期
券
代

（
新
設
）

七

政
令
第
四
十
条
の
四
の
三
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
外
国
の
教
育
施
設
に

（
新
設
）

就
学
す
る
た
め
の
渡
航
費
（
一
回
の
就
学
に
つ
き
一
回
の
往
復
に
要
す
る
も

の
に
限
る
。
）
又
は
学
校
等
（
同
号
に
掲
げ
る
外
国
の
教
育
施
設
を
除
く
。

）
へ
の
就
学
に
伴
う
転
居
に
要
す
る
交
通
費
で
あ
っ
て
公
共
交
通
機
関
に
支

払
わ
れ
る
も
の
（
一
回
の
就
学
に
つ
き
一
回
の
往
復
に
要
す
る
も
の
に
限
る

。
）

３

（
略)

３

（
略
）

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）
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